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平成 2 0年度

一般会計
総額 6,531万1千円
一般会計は広域連合の組織運営のための会計で、総額

6,531万1千円、対前年度比8.7％の伸び率（524万3千円の
増額）となります。

平成２０年度坂井地区介護保険広域連合
一般会計及び介護保険特別会計の当初予算
が２月１３日に開催された第２７回広域連
合議会定例会において可決されましたので、
その概要についてお知らせします。
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分担金及び負担金
4,805万1千円
（73.6％）

繰入金
1,688万2千円（25.8％）

その他諸収入等
30万2千円（0.5％）

国庫支出金
5万1千円（0.1％）

県支出金2万5千円（0.0％）

議会費45万8千円（0.7％）

 総務費
4,636万1千円
（71.0％）

基金積立
1,799万1千円
（27.5％）

諸支出金1千円（0.0％）

予備費50万円（0.8％）

歳入は、構成２市からの負担金が73.6%と
一番高い比率を占めています。
そのほか国庫支出金として、低所得者利用

軽減対策補助金 5万1千円（0.1％）、県支出
金として、低所得者利用軽減対策補助金 2万
5千円（0.0％）、介護福祉推進基金繰入金
1,688万2千円（25.8％）などとなっています。

歳出は、議会費 45万8千円（0.7％）、総務
費 4,636万1千円（71.0％）、介護福祉推進
基金への積立金 1,799万1千円（27.5％）な
どとなっています。
総務費の主な内容として、広域連合の運営

にかかる一般管理費 4,411万1千円でそのうち
LGWAN（総合行政ネットワーク）サービス提
供設備更新経費369万4千円、電話設備の更
新経費123万5千円等を計上しました。
また、低所得者に対する利用者負担軽減対

策費 156万9千円のほか『居宅復帰支援事業』
の居宅介護推進費として17万5千円を計上し
ました。

歳　出

歳　入



総額 78億3,918万4千円
介護保険特別会計は広域連合の主な事業である介護保険

事業のための会計で総額78億3,918万4千円、対前年度比
3.0％の伸び率（2億3,126万3千円の増額）となります。

介護保険
特別会計

使用料及び手数料
1万円（0.0％）

保険料
13億4,177万6千円
（17.1％）

分担金
及び負担金
11億4,490万円
（14.6％）

その他諸収入等  
1万1千円（0.0％）  

国庫支出金
18億4,821万円（23.6％）

支払基金
交付金

23億3,671万
1千円

（29.8％）

県支出金
11億5,001万
2千円

（14.7％）

 総務費
1億8,016万6千円（2.3％）

  諸支出金101万3千円（0.0％）

   予備費150万円（0.0％）

保険給付費
74億2,653万7千円
（94.7％）

地域支援事業費
2億2,249万6千円（2.9％）

　基金積立金1千円（0.0％）

　　財政安定化基金拠出金
　　747万1千円（0.1％）

繰入金
1,755万
4千円
（0.2％）
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歳入は、65歳以上の方から納入される介護
保険料が全体の17.1％を占め、保険給付費や
要介護認定事務などに対する構成２市からの
負担金が14.6％、国庫支出金が23.6％、保険
給付費に対する支払基金交付金（40歳以上
65歳未満の方から納入される介護保険料）が
29.8％、県支出金が14.7％、保険給付費不足
を補うため財政調整基金からの繰入金が
0.2％などとなっています。

歳出は、総務費 1億8,016万6千円で全体の
2.3％、保険給付費 74億2,653万7千円で
94.7％、地域支援事業費2億2,249万6千円
（介護予防に係る高齢者施策事業及び地域包括
支援事業等委託料）、県財政安定化基金拠出金
が747万1千円で0.1％などとなっています。
総務費の主な内容としては、総務管理費に
1億2,932万7千円、賦課徴収費に440万1千円、
介護認定審査会費に4,077万1千円計上しまし
た。その他趣旨普及費としては、広報誌、ガイ
ドブック作成印刷費に412万8千円、地域包括
支援センター運営協議会に係る経費に 25万4千
円を計上しました。
さらに、平成20年度は、第4期介護保険事業
計画策定の年で、その作成経費として128万
5千円を計上しています。
また、予算の大部分を占める保険給付費では、
介護サービス等諸費として、居宅介護サービス
給付費26億3千万円、地域密着型サービス給付
費5億5千万円、施設介護サービス給付費34億
5千万円等の総額74億2,653万7千円を計上し
ていますが、これは対前年度比2.4％の伸び率
（1億7,381万7千円の増額）となっています。

歳　入

歳　出
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介護予防とは、元気な高齢者ができる

だけ要介護状態にならないように、そし

て介護が必要な方も今以上悪化しないよ

うにする取り組みです。介護予防への第

一歩は、現在の自分の状態を知ることで

す。下記の基本チェックリストで日頃の

生活をふり返り、どの部分の予防が必要

かを確認してみましょう。

「★」のある項目にたくさん該当する

場合は要注意。チェックリストの結果

に関わらず、健康や介護について心

配・相談のある方は、右記までご連絡

ください。

あわら地域包括支援センター

三国坂井地域包括支援センター

坂井総合窓口

丸岡春江地域包括支援センター ※

春江総合窓口

※は平成20年4月14日以降の連絡先です。

それまでは にご連絡下さい。
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介護保険制度では、通常、費用の１割を負担すれば、さまざまな
介護サービスがご利用いただけます。
しかし、保険料の滞納があると、きちんと納めている方との公平

を保つために１割負担でご利用いただけなくなる場合があります。

介護保険料を年金から徴収する（特別徴収）の開始時期が、年４回となります。

（これまでは年２回・４、10月からのみ）

以下の条件に基づいて、年金保険者から提供される名簿により決定されます。

・サービス利用時の支払い方法
の変更（償還払いへの変更）

介護サービスを利用したとき、いったん利用
料の全額を自己負担し、あとで９割相当分の
払い戻しを受ける「償還払い」に支払い方法
が変更になります。

・保険給付の一時差し止め
・差し止め額から滞納保険料の
控除

償還払いになった給付費（９割）の一部また
は全部を一時的に差し止めるなどの措置がと
られます。なお、滞納が続く場合は、差し止
められた額から、滞納している保険料を控除
する場合もあります。

介護保険料の未納期間に応じて、本来１割で
ある利用者負担が３割に引き上げられたり、高
額介護サービスが受けられなくなったりします。

※特別徴収が開始されるまでは、納付書または口座振替による納付（７月中に通知）となります。
※４・６月開始の方には、事前に保険料（８月までの徴収額）を通知致します。10・12・２月徴収分については、７月
中に通知致します。
※なお、６月開始の場合、年間保険料を６月～翌２月の５回、８月開始の場合、年間保険料を８月～翌２月の４回
でそれぞれ納入することになります。（翌年からは、年６回で納入）

・4月1日現在、年金の支払いを
受けている65歳以上の方

・新規に年金支給を決定された
65歳以上の方
・既に年金支給を決定されている
65歳到達者
・住所変更された65歳以上の方

4月2日～10月1日ま
でにされた方
（3月1日～4月1日に新
規裁定された者含む）

10月2日～12月1日
までにされた方

12月2日～2月1日
までにされた方
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①ケアマネージャーの育成や資質向上等に、

どのように取り組んでいるのか。

②事業者に対してのチェック体制や指導体

制は、どのように行なっているのか。

③介護現場における人材難、人材の流失は、

介護サービスの低下を招く深刻な問題で

ある。介護従事者の確保策については、

どのように取り組んでいるのか。

連合長

①ケアマネージャー自らが組織する「ケア

マネＳＡＫＡＩ」や、構成市で開催され

ている「地域ケア会議」等に積極的に参

画し、関係者に対する指導、情報の共有

化等を図っていきたい。

②まず第一に、利用者の視点から、より良

いサービスが提供されているか、適切な

施設運営が行なわれているかをチェック

できるような体制を検討していきたい。

③介護従事者確保に関する条件整備、側面

支援として、国に対して介護報酬の引き

上げ、特に、この引き上げ分が介護従事

者の労働環境の改善に充てられるような

仕組みづくりを強く求めていきたい。

①原油価格の高騰により、福祉施設や介護

施設においても、暖房費や送迎費の負担

増となっている。広域連合として、構成

市に対し、介護施設への暖房燃料費の助

成を行うよう求めることを要求する。

②介護保険のその他の福祉サービスとして、

各種事業が行われているが、どのような

利用状況か。また、周知徹底は適切に行

われているのか。

連合長

①原油価格の高騰に伴う緊急対策は市町村

が実施主体であり、構成市においては、

議会とも協議のうえ、灯油購入費助成等

を行なっている。あくまでも、それぞれ

の状況に応じて構成市が判断すべきもの

と考えている。

②その他の福祉サービスには、広域連合の

地域支援事業の一つとして行っているも

ののほか、構成市が単独で行なっている

もの等がある。いずれにしても構成市の

状況に応じ、たくさんの皆様のご協力を

得ながら、福祉サービスごとの対象者の

把握や利用が進められている。今後とも、

構成市と連携のうえ、ガイドブックの作

成や介護予防事業等を通じて、周知徹底

に努めていきたい。

ケアマネージャーの育成や
介護従事者の確保等について

永井純一 議員

第27回広域連合議会定例会が２月13日（水）にあわら市議場で開催され、平成２０年度一般会計及

び介護保険特別会計予算等の７議案が原案どおり承認、可決されました。

介護施設への暖房燃料費助成について

福祉サービスの充実について

畑野麻美子 議員
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介護予防講座
シリーズ⑤

身近な人の認知症は、なかなか認められないものです。家族もとまどい、きつい事を

言ってしまったり、間違っていることを強く訂正したりしてしまうこともあるでしょう。

そして、言い合いになったりして、優しく接することができなくなったりもします。

でも、いろいろなことができなくなったことに、いらだちや不安や悲しみを一番感じて

いるのは本人です。本人の自尊心を傷つけないよう、認知症という病気を理解して、本人

の気持ちになって考えましょう。

接するときには、相手を立てながら接することが大切です。認知症になっても、すべて

のことができなくなるわけではありません。本人ができることはしてもらい、できなくなっ

たことをちょっと手助けします。（できるだけさりげなく自然に。）昔よくやったことや得

意だったことは比較的よく覚えていることも多いので、教えてもらいましょう。できると

いう自信が、本人の機嫌をよくし、状態を安定させることにつながります。それから、認

知症の人に一度にたくさんのことを話しかけると混乱してしまうので、ゆっくりひとつず

つわかりやすい言葉で話しかけるようにしましょう。

わかっていても毎日接する家族には大変なことで

す。疲れていてはいい介護はできません。介護保険

でデイサービス等を利用すれば介護者の負担を減ら

すこともできます。本人も外出によって気分がよく

なったり、家族以外の人と交流を持つことで楽しみ

も増えます。介護者や家族だけで抱え込まずに、周

囲の人に協力してもらいましょう。

あわら地域包括支援センター（あわら市役所）‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

三国坂井地域包括支援センター（坂井市役所三国総合支所）‥‥‥‥

丸岡春江地域包括支援センター（坂井市役所丸岡総合支所）‥‥‥‥ ※

坂井健康福祉センター（県）‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

精神保健福祉センター（県）‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

等があります。

※は平成20年4月14日以降の連絡先です。
それまでは にご連絡下さい。
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編集後記

昔と比べると、降雪量がず

いぶんと減りましたね。ある

年を振り返ってみると、冬タ

イヤに交換しなくても、過ご

せたように思うくらいです。

今年も多分にもれず降雪が

少なかったのですが、ある朝

不意に訪れる「銀世界」。

文学的な書物でのこの表現

は、感動を誘うシーンにもな

りましょうが、現実では、そ

の景色を見たとたんに憂鬱な

気持ちになってしまいます。

そんな私を横目に、「今日雪

遊びできる！」と子供は大は

しゃぎ。「ふふっ」と顔がほこ

ろぶのも束の間、「風邪ひかな

いように温かい格好にさせな

いと」と思ってしまうのです。

要介護等認定者数の状況（平成20年1月末日現在）
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介護保険モニター 介護保険施設を見学
12月11日（火）、介護保険モニターの方々が坂井市の「まるおかデイホーム」と「長寿の郷」

の両施設を見学しました。

両施設とも建設されたばかりで、ぴかぴかの独特な空気の中、施設職員の方の説明に、今後の

モニター活動の参考にと熱心に耳を傾けていました。

要介護1要支援1 要支援2

要介護3

要介護2

要介護4 要介護5

0 20 40 60 80 100（％）

坂井市

あわら市

 要支援１ 96 193 289
 要支援２ 123 310 433
 要介護１ 192 642 834
 要介護２ 177 526 703
 要介護３ 177 531 708
 要介護４ 182 480 662
 要介護５ 138 383 521
 計 1,085 3,065 4,150

あわら市 坂井市 計
（人）

19％ 18％ 18％ 19％ 14％10％

2％

21％ 17％ 18％ 16％ 12％6％ 10％


